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（答申第２４号） 

答   申 

 

第１ 審査会の結論 

   岐阜県知事（以下「実施機関」という。）が行った、特定個人の医療保護事案報告書に

係る非訂正決定は妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要   

 １ 個人情報訂正請求 

異議申立人（以下「申立人」という。）は、岐阜県個人情報保護条例（平成１０年岐阜

県条例第２１号。以下「条例」という。）第２１条第１項の規定に基づき、平成２３年１

１月２０日付けで実施機関に対し、次のとおり訂正請求を行った。 

（訂正請求１） 

 申立人に係る平成１９年４月２０日付け医療保護事案報告書（以下「本件公文書」とい

う。）のうち、平成２０年３月２６日に追加された記載（以下「本件訂正請求情報」とい

う。）の削除ないし訂正。 

（訂正請求１の理由） 

 関係行政機関では本件訂正請求情報に関する文書を保有していないため。 

（訂正請求２） 

 申立人に係る平成１９年４月２７日付け医療保護入院届のうち、申立人と入院同意者の

知らない記載の削除ないし訂正。 

（訂正請求２の理由） 

 申立人は、入院同意者と数日間隔離されており、かつ、通信が遮断されていたため。 

 ２ 非訂正決定 

実施機関は、上記訂正請求１及び２に対し、次の理由により個人情報非訂正決定（以下

「本件処分」という。）を行い、平成２３年中保第１０６３号により申立人に通知した。 

（訂正請求１について） 

 関係行政機関が関連する文書を保有していないことが、事実に誤りがあることを示す客

観的、合理的な根拠とは認められず、訂正請求に理由があるとは認められないため。 

（訂正請求２について） 

訂正を求める内容が具体的でなく、また、訂正を求める内容が事実と合致することを証

するものの提出・提示もないことから、訂正請求に理由があるとは認められないため。 

３ 異議申立て 

 申立人は、上記１に掲げる訂正請求１に係る本件処分を不服として、平成２３年１２月

２０日付けで、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定に基づき、実

施機関に対して異議申立てを行った。 
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第３ 申立人の主張 

１ 異議申立ての趣旨 

訂正請求１に係る本件処分を取り消す旨の裁決を求めるものである。 

２ 異議申立ての理由 

関係行政機関では本件訂正請求情報に関する文書を保有していない。また、文書を保有

していないことは、実施機関及び関係行政機関が非正規な方法・手段において当日の行為

を行ったことの証明である。 

 

第４ 諮問庁の主張 

諮問庁が非訂正決定理由説明書及び口頭意見陳述において主張しているところは、おお

むね次のとおりである。 

１ 訂正請求１に係る本件処分について 

本件公文書は、平成１９年４月２０日に申立人の精神保健に係る相談内容、対応状況等

について職員が上司への報告、職員間の情報共有を目的に作成した記録である。 

実施機関では、住民からの相談や情報が提供された場合には、上司への報告や職員間で

情報を共有するためにその概要を記録しており、特に精神保健に関わる事案は、自殺や犯

罪に繋がる可能性や、本人の意に反して入院させる措置をとることもあるため、記録の作

成には正確を期すよう心がけている。 

したがって、このような個人情報の取扱いにおいて、実施機関の職員が事実に反する記

録をする必要性及び合理的理由はない。 

また、関係行政機関に対して行った聞き取りによれば、平成２０年３月当時、申立人か

ら役場に対し親族の健康状態を心配する電話が頻繁にかかってきていることが確認されて

いる。また、関係行政機関の保健師が平成２０年３月２７日に、介護保険の用務を兼ねて

申立人の親族宅を訪問していることも確認されている。これは、本件訂正請求情報の「介

護保険の件で介入し様子をみる」という記載と符合している。また、当時訪問した保健師

も、本件訂正請求情報に記載された保健師と符合している。 

以上により、本件訂正請求情報は事実であると認められることから、訂正請求１に係る

本件処分は妥当である。 

２ 異議申立人の主張について 

申立人は、関係行政機関の「個人情報不存在決定通知書」を提出し、本件訂正請求情報

が誤りである旨及び実施機関の職員が非正規な方法・手段で当日の行為を記録した旨の主

張をしているが、関係行政機関が関係書類を保有していないことをもって、事実に誤りが

あるとは言えず、また、非正規な方法・手段で当日の行為を記録したと判断することはで

きない。 

なお、条例第２１条第２項の規定によれば、正しい情報と、記録されている情報が合致

しないことの証明は訂正請求者が行うこととされており、訂正を求める内容が事実に合致

することを証するものを提出しなければならないところ、申立人から、本件訂正請求情報
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が誤りであると客観的に判断できる資料は提出されていない。 

 

第５ 審査会の判断 

当審査会は、本件諮問事案について審査した結果、次のように判断する。 

１ 判断に当たっての基本的考え方 

(１) 保有個人情報の訂正請求制度は、正確でない個人情報に基づいた行政処分等によっ

て、個人の権利利益が侵害されることを防止する観点から、当該情報についての訂正

を請求できることを権利として認めたものである。 

(２) そして、実施機関は、訂正請求があった場合、当該訂正請求に理由があると認める

ときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人

情報の訂正をしなければならないこととされており（条例第２０条の２）、また、訂

正請求の請求人は、実施機関に対して、訂正を求める内容が事実に合致することを証

するものを提出し、又は提示しなければならないこととされている（条例第２１条第

２項）。 

(３) 以上の観点に立ち、当審査会は、本件訂正請求情報の訂正の必要性について以下の

とおり判断する。 

２ 訂正請求１に係る本件処分の妥当性について  

 (１) 本件公文書は、申立人の精神保健に係る相談内容及び対応状況等について、実施機

関の職員が上司への報告、職員間の情報共有を目的に作成した記録であり、また、本

件訂正請求情報は、実施機関の職員が関係行政機関から聞き取りした情報を本件公文

書に追記したものである。 

(２) 申立人は、実施機関の職員が関係行政機関から聞き取りした事実はなく、本件訂正

請求情報は、当該事実に反するものであるから訂正されるべきであると主張し、その

根拠として、関係行政機関の「個人情報不存在決定通知書」を提出している。しかし

ながら、関係行政機関が実施機関とのやりとりを記録した文書を保有していないこと

のみをもって、そのやりとりが存在しなかったことを客観的に証するものと認めるこ

とはできない。つまり、申立人が提出した関係行政機関の「個人情報不存在決定通知

書」は、訂正を求める内容が事実に合致することを証するもの（条例第２１条第２項）

には該当しない。よって、申立人の当該主張は採用できない。 

(３) また、本件訂正請求情報についてみるに、実施機関が行った関係行政機関に対する

聞き取りによれば、平成２０年３月当時において、申立人から関係行政機関に対して

頻繁に電話がかかってきていたこと、本件訂正請求情報を追記した翌日に関係行政機

関の保健師が介護保険の用務を兼ねて申立人の親族宅を訪問していること、当該保健

師は本件訂正請求情報に記載された保健師と一致していることが確認されており、こ

れら関係行政機関に対する聞き取り結果と本件訂正請求情報は整合性があると認める

ことができる。したがって、本件公文書は、申立人の精神保健に係る記録として、そ

の作成においては、正確性が確保されていると判断できるのである。 

(４) よって、かかる状況においては、本件訂正請求情報を訂正しなければならないもの
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と判断することはできない。 

     以上により、実施機関が行った、本件公文書に係る非訂正決定は妥当である。 

３ その他の異議申立人の主張について 

異議申立人は、実施機関の職員が非正規な方法・手段で当日の行為を記録した旨の主張

をするが、上記のとおり、関係行政機関に対する聞き取り結果と本件訂正請求情報は整合

性があると認めることができるし、そもそも、当審査会は、本件訂正請求に係る実施機関

の決定の是非を判断するものであり、実施機関の職員の行為について、その正当性・不当

性までも判断するものではない。 

 

第６ 審査会の処理経過 

      審査会は、本件諮問事案について、以下のように審査を行った。 

 
 

 
     審   査   の   経   過 

平成24年１月11日 諮問庁から諮問を受けた。 

平成24年２月３日 諮問庁から非訂正決定理由説明書を受領した。 

平成24年２月６日 異議申立人に非訂正決定理由説明書を送付した。 

平成24年6月4日等 異議申立人から非訂正決定理由説明書に対する意見書を受領した。 

平成24年6月4日等 諮問庁に非訂正決定理由説明書に対する意見書を送付した。 

平成24年８月２日

（第43回審査会） 

諮問事案の審議を行った。 

 

平成24年８月31日

（第44回審査会） 

諮問庁から口頭意見陳述を受けた。 

諮問事案の審議を行った。 

平成24年10月１日

（第45回審査会） 

諮問事案の審議を行った。 
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